
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
③消費下支え等を
通じた生活者支援

ＬＰガス料金高騰対策支援（4～5
月分）

①物価高騰等の対応を目的に、国のガス料金激変緩和措置の対象と
ならないLPガスの一般消費者等の負担を軽減するため、LPガス料金
を減額するガス販売事業者に対し、減額相当分を支援
②支援金
③R7.4～5月検針分の利用料金について1,000円/月を減額
　・助成金　　　474,000千円　（1,000円/月×2か月×23.7万世帯）
　・事務費 　     13,354千円
   　（和歌山県ＬＰガス協会による交付事務費、広告費等）
　・事業者申請手数料　46,826千円
　　（１月１事業者あたり「16,000円+100円×件数（上限300,000
     円）」の2か月分の総額）
【実績見込額】
514,693千円
④LPガス販売事業者（事業の効果を受ける対象：一般消費者等）

R7.4 R7.7

2
⑧地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

地域交通・貨物自動車運送事業者
物価高騰対策支援

①物価高騰等の対応を目的に、燃料等の高騰により大きな影響を受
けている交通事業者及び貨物自動車運送事業者を対象に、燃料費等
の一部を支援
②支援金
③・事業費：バス・タクシー16,820千円、貨物16,275千円、
　　　　　　　鉄道911千円、フェリー8,182千円
　 ・事務費：2,715千円
　　　計44,903千円
④交通事業者及び運輸事業者
　　（乗合・貸切バス、タクシー、地域鉄道、フェリー、貨物運送）

R7.4 R8.3

3

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

物価高騰対応支援（生活衛生施設
改善助成）

①物価高騰等の対応を目的に、燃料費の高騰により大きな影響を受
けている一般公衆浴場事業者を対象に、燃料費の一部を支援
②支援金
③R6.1～12月の1年間の燃料費上昇額×1/2
④一般公衆浴場

R7.6 R7.7

4
③物価高騰に伴う子
育て世帯支援

物価高騰に伴う子育て世帯支援
（紀州っ子いっぱいサポート）

①物価高騰等の影響による負担を軽減するため、市町村とともに実施
する第2子以降の子の保育料等の無償化を実施
②市町村への補助金
③・育児支援助成（一時預かり等）１，２３４千円
　 ・保育料助成（副食費助成含む。）２３９，５９６千円
④市町村（事業の効果を受ける対象：子育て世帯）

R7.4 R8.3

5

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

社会福祉施設・医療機関等光熱費
等物価高騰対策支援

①物価高騰等の影響による負担を軽減するため、児童養護施設、救
護施設、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、医療機関
及び薬局等を対象に、光熱費等の一部を支援
②支援金、委託料
③影響単価（支援率1/2）×定員数等
　・救護施設：2,500千円
　・児童養護施設等：8,173千円
　・介護サービス事業者：294,806千円
　・障害福祉サービス事業所：61,932千円
　・医療機関：340,080千円
　・薬局：8,520千円
  ・事務費：26,194千円
④社会福祉施設・医療機関等

R7.4 R8.3

6

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

医療機関等物価高騰対策支援（特
別高圧分）（1～3月分）

①物価高騰等の影響による負担を軽減するため、国の電気料金負担
軽減支援事業の対象とならない特別高圧で受電する医療機関が安定
的に事業を継続できるよう電気料金の一部を支援
②支援金
③R7.1月～2月の電気使用量×1.3円／kWh
　 R7.3月の電気使用量×0.7円／kWh
④特別高圧で受電する医療機関

R7.4 R7.9

7
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

特別高圧受電事業者支援（1～3月
分）

①物価高騰等の対応を目的に、国の「国民の安心・安全と持続的な成
長に向けた総合経済対策」による支援の対象とならない特別高圧電力
を受電する中小企業者（テナント含む）が安定的に事業を継続できるよ
う、R7.1～3月分の電気料金の一部を支援
②支援金
③R7.1～2月使用使用電気料(kWh)×1.3円
　＋R7.3月使用電気料(kWh)×0.7円
　＝36,496千円
④特別高圧電力を受電する中小企業者等

R7.4 R8.3

8
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

物価高騰対応支援（国内大型展示
会出展）

①物価高騰等の対応を目的に、中小の食品事業者による新たな販路
開拓や販路拡大を支援するため、国内外のバイヤー等が集結する大
型展示商談会へ県ブースを出展
②委託料
③展示会装飾運営委託 8,502千円
④県内事業者

R7.6 R8.3

9
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

物価高騰対応支援（野菜花き産地
強化）

①物価高騰等の対応を目的に、施設園芸や露地野菜の生産性向上を
図るため、ハウスの環境制御システムやスマート農機の導入等を支援
②補助金（補助率3分の1以内）
③生産性向上支援（環境制御装置等） 59,084千円
④農業者等

R7.4 R8.3
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10
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

物価高騰対応支援（和歌山県産和
牛消費拡大対策）

①物価高騰等により低迷した、和歌山県産ブランド和牛の需要状況の
改善を目的として、食肉卸売事業者等を対象とした新規消費拡大等の
取り組みに対して奨励金を交付。
②奨励金、補助金
③積算根拠（対象数、単価等）
ロイン　　　1,800円/kg(ヒレ、リブロース、サーロイン)
ロイン以外　600円/kg（端材を除く）
対象想定頭数：７０頭
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）
県内の消費者に対して提供する実需者を対象に、和歌山県産ブランド
和牛を販売する食肉卸売事業者等

R7.4 R8.3

11

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

物価高騰に伴う子育て世帯支援
（学校給食費無償化）

①物価高騰等の対応を目的に、子育て世帯の経済的負担軽減を図る
②学校給食費
③30市町村1,286,358千円、特別支援学校９校63,508千円（就学奨励
金除く）
④学校給食費を無償とする市町村等が設置する公立学校及び県立特
別支援学校に通う児童生徒の保護者負担分（ただし、教職員分を除く）

R7.4 R8.3

12

⑨推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

公の施設電気料金等高騰対策（紀
伊風土記の丘）

①物価高騰の影響を受ける公の施設（直接住民の用に供する施設）に
おける光熱費高騰相当分に交付金を活用し、県民の利用負担を増加
することなく継続したサービスを提供
②高騰分の光熱費
③（R7光熱費-R4光熱費）により高騰分を算出
・紀伊風土記の丘　1,200千円
④公の施設、公営企業（事業の効果を受ける対象：一般消費者等）

R7.4 R8.3

13
③消費下支え等を
通じた生活者支援

ＬＰガス料金高騰対策支援（8月
分）

①物価高騰等の対応を目的に、国のガス料金激変緩和措置の対象と
ならないLPガスの一般消費者等の負担を軽減するため、LPガス料金
を減額するガス販売事業者に対し、減額相当分を支援
②支援金
③R7.8月検針分の利用料金について1,500円/月を減額
　・助成金　　　355,500千円　（1,500円/月×1か月×23.7万世帯）
　・事務費 　   11,033千円
   　（和歌山県ＬＰガス協会による交付事務費、広告費等）
　・事業者申請手数料　22,901千円
　　（１月１事業者あたり「16,000円+100円×件数（上限300,000円）」の1
か月分の総額）
【実績見込額】
389,434千円
④LPガス販売事業者（事業の効果を受ける対象：一般消費者等）

R7.8 R7.10

14

⑤医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

医療機関等物価高騰対策支援（特
別高圧分）（7～9月分）

①物価高騰等の影響による負担を軽減するため、国の電気料金負担
軽減支援事業の対象とならない特別高圧で受電する医療機関が安定
的に事業を継続できるよう電気料金の一部を支援
②支援金
③R7.7月及びR7.9月の電気使用量×1.0円／kWh
　 R7.8月の電気使用量×1.2円／kWh
④特別高圧で受電する医療機関

R7.6 R7.11

15

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

物価高騰に伴う子育て世帯支援
（乳幼児医療費助成）

①物価高騰等の対応を目的に、市町村が実施する乳幼児医療費支給
事業を支援
②補助金
③医療費：618,730千円
　事務費：2,411千円
　審査支払手数料：20,706千円
乳幼児医療費の県費補助金（低所得、子育て世帯の負担軽減）
④市町村（事業の効果を受ける対象：就学前の児童）

R7.4 R8.3

16
⑦中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

特別高圧受電事業者支援（7～9月
分）

①物価高騰等の対応を目的に、国の「国民の安心・安全と持続的な成
長に向けた総合経済対策」による支援の対象とならない特別高圧電力
を受電する中小企業者（テナント含む）が安定的に事業を継続できるよ
うR7.7～9月分の電気料金の一部を支援
②支援金
③R7.7・9月使用使用電気料(kWh)×1.0円
　＋R7.8月使用電気料(kWh)×1.2円
　＝41,018千円
④特別高圧電力を受電する中小企業者等

R7.6 R8.3

17
⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

物価高騰対応支援（うめ生産安定
緊急対策）

①物価高騰等の対応を目的に、令和7年4月の降雹により被害を受け
たうめ生産者に対し、次期作に向けた適正施肥を促すため、肥料購入
費の一部を支援
②補助金（補助率1/2以内）
③肥料（礼肥）購入費全体の3割（被災に伴う肥料削減量を3割と想定）
④降雹被害を受けたうめ生産者

R7.4 R8.3
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18
④消費下支え等を
通じた生活者支援

LPガス料金高騰対策支援（1月分）

①物価高騰等の対応を目的に、国のガス料金激変緩和措置の対象と
ならないLPガスの一般消費者等の負担を軽減するため、LPガス料金
を減額するガス販売事業者に対し、減額相当分を支援
②支援金
③R8.1月検針分の利用料金について1,000円/月を減額
　・助成金　　　230,000千円　（1,000円/月×1か月×23万
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世帯）
　・事務費 　 　   9,735千円
   　（和歌山県ＬＰガス協会による交付事務費、広告費等）
　・事業者申請手数料　21,116千円
　　（１月１事業者あたり「16,000円+100円×件数（上限300千
　　　円）」の1か月分の総額）
【実績見込額】
260,851千円
④LPガス販売事業者（事業の効果を受ける対象：一般消費者等）

R7.12 R8.3

19

⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

私立学校物価高騰対策支援

①私立学校に対し、物価高騰相当分の光熱費等を支援
②支援金
③幼稚園（私学助成園）：1,377人×10千円
　幼稚園（新制度移行園）：1,133人×10千円-13施設×100千円（新制
度移行園は別途「運営継続支援臨時加算（10万円/施設）」の対象とな
るため）
　小・中・高・専修学校：8,754人×4千円
④私立幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専修学校

R8.3 R8.3

20
⑧地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

物価高騰対応支援（わかやま交
通・運輸事業者支援）

①物価高の影響による利用者の大幅な減少に伴い厳しい経営状況に
ある地域鉄道事業者に対して、輸送の安全運行に必要な設備の修繕
を支援
②安全輸送に係る修繕費用を支援
③県負担分：59,791千円（総事業費180,946千円）
※総事業費内訳
　　線路保存費（レール・軌道修繕等）56,187千円
　　電路保存費（電気・信号・通信設備検査補修）45,489千円
　　車両保存費（車両外板・床補修、全般検査等）79,270千円
　　既存補助控除（国庫補助・自治体補助）16,838千円
④地域鉄道事業者：和歌山電鐵株式会社

R7.4 R8.3

21
⑩地域公共交通・物
流や地域観光業等
に対する支援

物価高騰対応支援（バス運転手確
保対策）

①物価高により大きな影響を受けている乗合バス事業者を対象に、バ
ス運転手確保にかかる費用の一部を支援
②補助金（補助率1/2または1/3）
③バス運転手確保支援　4,700千円
④乗合バス事業者

R8.2 R8.3

22
③物価高騰に伴う子
育て世帯支援

物価高騰対応支援（ひとり親家庭
医療費助成）

①物価高騰等の対応を目的に、市町村が実施する母子家庭及び父子
家庭の親と子の医療費支給事業を支援
②補助金
③・医療費 443,875千円
　 ・審査支払委託料 8,752千円
 　・事務費 1,393千円
ひとり親家庭医療費の県費補助金（低所得、子育て世帯の負担軽減）
④市町村（事業の効果を受ける対象：母子家庭及び父子家庭）

R7.4 R8.3

23

⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

社会福祉施設等物価高騰対策

①物価高騰等の影響による負担を軽減するため、保育施設、児童養
護施設、救護施設、こころの医療センターを対象に、食費・光熱費等の
一部を支援
②支援金、委託料
③影響単価（支援率1/2）×定員数等
　・保育施設：129.300千円
　・児童養護施設等：12,609千円
　・救護施設：7,000千円
　・こころの医療センター：5,400千円
④社会福祉施設・医療機関等

R8.2 R8.3

24

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

物価高騰対応支援（授業料免除補
助金）

①物価高騰等の対応を目的に、和歌山県立医科大学が低所得世帯
(3/3、2/3、1/3)・多子世帯(4/4)の学生に免除した授業料・入学金の減
収分を支援
②補助金（10/10）
③授業料等減免費補助 179,884千円
・ 授業料（前期・後期合計人数）：
　　　　　　　 267,900円(3/3)×93人=24,914,700円
              　178,600円(2/3)×37人= 6,608,200円
              　89,300円(1/3)×34人=30,366,200円
              　267,900円(4/4)×460人=123,234,000円
・ 入学金：  282,000円(3/3)×13人=3,666,000円
              　188,000円(2/3)×６人＝1,128,000円
                94,000円(1/3)×４人=376,000円
                282,000円(4/4)×60人=16,920,000円
 　（人数は令和７年11月までの実績を元に算出）
④和歌山県立医科大学（事業の効果を受ける対象：対象生徒の保護
者等）

R7.4 R8.3

25

⑦医療・介護・保育
施設、学校施設、公
衆浴場等に対する
物価高騰対策支援

医療機関等物価高騰対策支援（特
別高圧分）（1～2月分）

①物価高騰等の影響による負担を軽減するため、国の電気料金負担
軽減支援事業の対象とならない特別高圧で受電する医療機関が安定
的に事業を継続できるよう電気料金の一部を支援
②支援金
③（R8.1月使用分）：R5～R7平均使用量（2,896,000kWh）×2.3円
　＋（R8.2月使用分）：R5～R7平均使用量（2,669,000kWh）×2.3円
　＝12,799千円
④特別高圧で受電する医療機関

R7.12 R8.3



No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

令和７年度　第３回　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画
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⑨中小企業等に対
するエネルギー価格
高騰対策支援

特別高圧受電事業者支援（1～2月
分）

①物価高騰等の対応を目的に、国の支援対象とならない特別高圧電
力を受電する中小企業者が安定的に事業を継続できるようR8.1～3月
分の電気料金の一部を支援
②支援金
③（R8.1月使用分）：R7.1月使用電気料（11,306,843kWh）×2.3円
　＋（R8.2月使用分）：R7.2月使用電気料（11,381,477kWh）×2.3円
　＝52,183千円
④特別高圧電力を受電する中小企業者等

R7.12 R8.3
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⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

物価高騰対応支援（次世代につな
ぐ果樹産地づくり）

①物価高騰等の対応を目的に、働きやすい園地づくりや高品質果実
生産を推進するため、スマート農機や新技術の導入等を支援
②補助金（補助率3分の1以内）
③生産対策強化（省力化機器導入等）21,000千円
④農業者等

R7.4 R8.3
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⑥農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

物価高騰対応支援（紀州林業収益
向上プロジェクト）

①物価高騰等の対応を目的に、森林施業の省力化に資する林業機械
や、燃費効率・生産効率の高い加工設備の導入を支援
②補助金（補助率1/3）
③林業（原木生産）22,556千円、製材業20,579千円
④林業、製材事業者等

R7.4 R8.3
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⑧農林水産業にお
ける物価高騰対策
支援

物価高騰対応支援（スマート水産
業推進）

①物価高騰等の対応を目的に、ＩｏＴ等を活用した機器の導入により生
産性向上に取り組む漁業者を支援
②補助金（補助率1/3以内）
③機器導入支援2,000千円
④漁業者

R7.4 R8.3
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⑪推奨事業メニュー
例よりも更に効果が
あると判断する地方
単独事業

公の施設電気料金等高騰対策（全
日制高等学校等）

①物価高騰の影響を受ける公の施設（全日制高等学校などの直接住
民の用に供する施設）における光熱費高騰相当分に交付金を活用し、
県民の利用負担を増加することなく継続したサービスを提供
②高騰分の光熱費
③（R7光熱費-R4光熱費）により高騰分を算出
・南紀熊野ジオパークセンター　224千円
・仙渓学園　292千円　　　・こころの医療センター　6,052千円
・高等看護学院　672千円　　　・なぎ看護学校　1,638千円
・和歌山産業技術専門学院　1,816千円
・農林大学校　961千円　　　・流域下水道　30,537千円
・全日制高等学校　73,059千円　　　・定時制高等学校　4,141千円
・特別支援学校　38,196千円　　　・自然博物館　6,196千円
・近代美術館・博物館　31,160千円　　　・県立図書館　4,162千円
④公の施設、公営企業（事業の効果を受ける対象：一般消費者等）

R7.4 R8.3


